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ｵﾌｨｽﾀ NEWS 第 117 号発刊にあたって 

ついこの前、年が明けて新年の挨拶をしたばかりです

が、もう 2 月も中旬です。時が経つのは本当に早いもの

です。2 月４日に立春を迎え、暦の上では春を迎えます

が、大雪が降ったり厳しい寒さが続いています。皆さま

体調管理はできていますか？今年もインフルエンザが流

行し、お子さんのクラスが学級閉鎖になってしまった、

ワクチンを打ったのにも関わらずかかってしまった、等

の声を耳にしました。いくら予防や対策をしても、ウイ

ルスには敵わないのでしょうか?恐ろしい進化力です。 

さて、2 月は 1 年で最も短い月ということで『2 月逃

げる』等ともいわれますが、どのような意味かご存知で

しょうか。1 月はお正月があり、2 月は元々28 日迄と

どの月よりも短く、３月は年度末なのでやることが多い

ですよね。１、２、３月はやることが多いのに思うよう

に進まないということを示すのが「1 月行く、2 月逃げ

る、3 月去る」という表現です。言葉遊びの要素が入っ

ていて、なかなか洒落が効いているものですね。 

そんな繁忙の 1～３月も、あっという間に終わってしま

うと思うと寂しいような、嬉しいような… 

兎にも角にも気を引き締めて頑張りたいものですね。 

 

 “はたらきたいという気持ちを大切に“そして 

“家庭もお仕事も大切に“ 

 オフィスタは仕事と家庭の両立を目指してはたら

く女性/ママさんを応援します。 

今回のオフィスタ NEWS もお気軽に読んでくださ

ればと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

オフィスタのホームページをご覧になったことがあり

ますでしょうか？オフィスタではＷＥＢ上でも色々なお

仕事、メルマガバックナンバー、Q&A など有益なコンテ

ンツを揃えております。 
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特集：『ハケン時給における交通費込みを考える』 

/オフィスタ人事管理部 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

ハケンは通勤交通費が時給に含まれてしまっているの

が一般的だというのはよく知られていること。しかし、

これっておかしくないですか？交通費は非課税なのに、

時給に含まれると全てがお給料とみなされて課税されて

しまうんです。今回はそんな交通費と時給の関係につい

て取り上げてみたいと思います。 

------------------------------------------------- 

『派遣にも通勤手当を／リクルート関連会社を提訴。 

正社員に支払う通勤手当を払わないのは違法だとして、

人材派遣会社リクルートスタッフィングの元派遣スタッ

フの男性（46）が、未払い交通費約72万円を同社に求め

る訴訟を７日、大阪地裁に起こした。訴状によると、大

阪府富田林市の男性は2014年9月～昨年6月、同社の有期

契約の派遣スタッフとして輸送会社の府内事業所など５

カ所で勤務。時給は1100～1350円で、１日あたりの交通

費往復1180～1580円は自己負担だった。男性側は通勤手

当で正社員と差をつける合理的な理由はなく労働契約法

に違反する、と主張している。同社は「派遣スタッフは

通勤費用も勘案して給与額を設定している。訴訟につい

ては訴状が届いておらずコメントできない」としてい

る。』(2018.2.7付 朝日新聞 原文まま） 

 

先日こんなニュース記事をネットで目にしました。派遣

において交通費と時給は密接な関係にある金銭項目です。 

まずは、交通費が時給に含まれるとどうなるのかを知っ

ておく必要があります。本誌のQ&A欄でもたびたび取り

上げられるスタッフさんから質問が多い事項でもありま

すので、今一度まとめてみましょう。 

 

①交通費は非課税ですから税金の対象にはなりません。

しかし、交通費込みとして時給が定められている場合、

交通費部分と賃金部分を明確に区別することができな

いため、賃金全体について所得税がかけられることに

なってしまいます。つまり、事実上交通費が支給され

ないのと同じ扱いで、本来払わないでよいはずの税金

を勝手に引かれているのと同じだということです。 

 

②扶養の範囲において、規定の103万円所得に交通費は

含まれません。しかし、交通費込みの時給である場合

はその賃金全てが所得として計算されてしまいます。

また、130万円の扶養内で働く人は、交通費は社会保

険の加入条件の面では含まれますが、所得税負担面で

は計算の基礎とはなりません。よって、交通費が時給

に含まれている場合は、税金免除の恩恵がないという

ことです。つまり、扶養の範囲内で勤務する人は、交

通費込みの時給額で働くことに何一つメリットがなく、

交通費別途支給の方が断然有利です。 

 

交通費の有無については今に始まったことではなく何十

年も前から裁判が行われているため珍しい訴訟ではあり

ませんが、今回の記事は交通費込みが“違法”であると

いう論点なのが関係者注目の興味深いところ。 

みなさんは「交通費込みで時給1600円」という派遣会

社の募集記事を見て何か感じませんか？これって結局

「時給1600円で交通費なし」って言っているようなも

のなんです。つまり「時給1500円＋交通費100円＝時

給1600円」だなんて派遣会社は一言も言っていないと

ころがポイントです（応募者が勝手にそう思っているだ

け）。元々1600円の賃金で、本来もらえるはずの交通費

はカットしますというのが正確な考え方ですが、この辺

が長年にわたる派遣会社の巧みな言葉のマジックとでも

いいましょうか、派遣スタッフ自身が麻痺してしまって

いるのか意外と疑問視する労働者が少ないと思います。

この記事の男性はハッキリと“違法だ”と主張したこと

が注目に値するということです。 

 
交通費は込みか別途か…、どちらがお得か考えましょう 

 

実はオフィスタも交通費込みの時給設定というのは創

業当時から不公平だと思っていました。違法ではないに

しても、いずれ違法と認定される時代がくるだろうとい

うことを想定していました。今から１２年前のハケンバ

ブル真っ只中に創業したオフィスタですが、当時ハケン

の時給は交通費込みが当たり前の時代でした。“交通費別

途支給”を掲げてスタートした派遣会社は都内では当時

オフィスタくらいしかなかったのです。以来、オフィス

タは交通費の別途支給に一貫してこだわり続けています。 



とはいえ派遣制度自体がまだ若かった10年以上も前の

お話です。今ではまさか交通費が時給に含まれているな

んてことはないでしょう…。と思ったら、なんと平成30

年の今現在でも８～９割以上の多くの派遣会社が交通費

は時給に含んで支給しているとの噂を聞きました。日本

で最大規模のリクルートでさえ、この記事から交通費込

みの時給で支払っていることが明るみになりました。

CMなどで名の知れた大手派遣会社ほど交通費込み時給

を実施しているらしく、同業者として「日本の派遣会社

もっとしっかりしろよ！」と喝の一つも言いたくなりま

すが、これが紛れもない業界の暗い現実でもあります。 

では、どうして派遣会社は交通費込みの時給設定をし

たがるのでしょうか？オフィスタも派遣会社ですから、

同業者の苦しい胸の内はよくわかるのですが、一言でい

ってしまえば「面倒臭い」ということです。多くの派遣

スタッフを抱える派遣会社は、タイムシートを基に給与

計算をします。時給額×勤務時間をパソコンに入れれば

勝手に給与明細を作ってくれるのです。しかし、そこか

ら交通費を別途支払うとなれば余計な手間暇がひとつ増

えるのです。１人１人異なる処理をしなければならず、

そのスタッフが引っ越しでもして交通手段が変わればま

た一手間増えるのです。他にも有給使用で休んだ時の交

通費日割り計算は…など、軽く“交通費別途支給”とい

いますが派遣会社にしてみれば恐ろしく面倒なのです。

全員同じ条件でパソコンに入力してポン！が一番楽なの

です。これが派遣会社が交通費を時給に含める理由です。

でも、派遣会社の手間暇のためにスタッフが犠牲になる

というのが当たり前でまかり通っていること自体おかし

くないですか？人を雇用するのだから手間暇かかるのは

当然だと思うのですが。 

 

今度は逆に、そんなに面倒なのにどうしてオフィスタ

は交通費別途支給にこだわるの？という疑問が沸くはず

です。私どもは「面倒でもみなさんのために誠心誠意で」

なんてお決まりの奇麗事を言うつもりはありません。 

オフィスタが交通費別制にこだわる理由は単純明快です。 

 

①オフィスタはママさんハケンの会社であるということ。

主婦・ママさんが扶養の範囲内ではたらくためには先

にも述べたように交通費が時給に含まれていては絶対

にいけないのです。独身者のように単に手取りが増え

ればよいというわけにはいかない人や年間１円10円

単位で調整する必要性があるスタッフさんを大勢抱え

ているため、交通費が時給に含まれるなんていう賃金

形態自体がありえない。同業他社とのコンセプトの違

いが生み出した産物が“交通費別途”だったのです。 

扶養内ではたらく人にとって交通費はとっても大事な問題！ 

 

②派遣ではたらく人は自分の持つスキルに見合った時給

が欲しいはずです。では質問ですが「住まいはスキル

ですか？」。勤務先に近いとか遠いとかで手取り額に差

異が出るのは不公平ではないですか。オフィスタは創

設時に世の中の派遣スタッフのさまざまな声を反映し

て皆が満足してはたらける新時代の派遣会社を目指し

て作られた会社です。「住まいはスキルではないはず

だ！」という不満の声は当時のアンケートでも大変多

かったのを覚えています。 

 
住まいとスキルは無関係、手取りが変わったら不公平です！ 

 

③一般的な派遣会社では大勢いるスタッフの方の１人１

人がどこに住んでいて、どこから通勤していて、どの

くらい通勤時間がかかっているかなどは把握しません

し、交通費計算でそこまでやっていてはとても労力が

かかって出来ないということから交通費込みの時給が

常識化しています。そう言われるともっともらしく思

ってしまいがちですが、これっておかしくないです

か？一緒に働く従業員がどこに住んでいて、どこから

通勤していて、どのくらい通勤時間がかかっているか

など雇用主である派遣会社が知らなくていいのでしょ

うか。オフィスタではスタッフさん１人１人に専属の

担当者がいて職歴やスキル・能力は勿論、家庭環境や

お住まい、お子様の年齢など個人データをできるだけ

細かく頭の中にインプットしていますので、給与計算

が手間暇かかるのは事実ですが、他社より苦になるこ

なお、独身で扶養は関係な

いという方には、交通費別途

か交通費込みかのお好きな方

を選択できたり新制度を取り

入れながら、ご満足いただけ

る賃金提示をしています。 



とはないのです。派遣会社は人間を扱う聖職だと思っ

ています、決して物流業ではありませんから、１人１

人をよく知ることが派遣会社の責務であり基本だと思

いますので、折角一緒に働いているのに従業員のこと

も知らずにパソコンに入力してポン！なんてつまらな

いと思います。オフィスタのようにスタッフ１人１人

をよく知っている派遣会社は交通費別途でも作業処理

上で苦にならないはずなのです。 

 

派遣会社が従業員のことをよく知っていれば面倒ではない！ 

 

オフィスタ以外にもしっかりと交通費別途の派遣会社

も中にはあると思いますので、時給額だけに惑わされず

に何が有利か探してみるのが良いかもしれませんね。 

時給額の高いお仕事の方が年間として手取りが少ないな

んていうありえない現象が起こるのは大体交通費が絡ん

でくる場合ですので、よくわからないときはオフィスタ

人事管理部までお気軽にご相談ください。素人だと電卓

をはじけば高時給の方がお得な結果が出るのは当たり前

で、どちらが本当にお得か真偽はハッキリわからないと

思います。税金や社会保険などは私どものような専門家

に正確に計算してもらうことをお奨めします。 

 

また、先の提訴記事にも出てきているように、これから

は労働基準法よりも“労働契約法”の存在が重要になり

ます。交通費を支給していなかった派遣会社だけでなく、

そういう派遣会社を使っている派遣先企業も裁判の対象

になる危険があるため（労基法は使用者、契約法は関係

者全員）、派遣先企業側もしっかり交通費を支給してい

る派遣会社選びを徹底する必要性が出てくるでしょうね。 

参考：オフィスタお仕事Q&A集のQ72、Q65、Q1より 

http://www.offista.com/coffee/qa/qa.htm 
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☆★育児と仕事の両立ワンポイント（その②）★☆ 

/オフィスタ人事管理部 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

前回は家事や育児に費やす時間の使い方についてのワ

ンポイントをお話ししました。今回連載第２回目では、

お子さんの体調管理についてお伝えしていきたいと思い

ます。毎年秋から冬にかけてインフルエンザが流行し、

お子さんが体調を崩すなどで仕事を休まなくてはならな

くなることもあるかもしれません。周りに迷惑をかけて

しまうのは、お母さんにとっても辛いですね。感染を防

ぐために手洗い・うがいや、マスク着用も効果はありま

すが、やはり日々の体調管理が大切だと思います。 

特に、睡眠は十分に取ることをお勧めします。子供は

11 時間以上の睡眠を、大人も 8 時間以上の睡眠が望ま

しいのではないかと思います。私は自慢ではないですが、

インフルエンザワクチンを打たなくても、親子共ここ数

年インフルエンザなどの感染症にかかっていません。き

っと、良質な睡眠が取れていることによると思います。 

また、子供には日頃から「バイ菌は至る所に付いてい

て、物を口にする前には、しっかり手を洗う」ように言

い聞かせています。私は料理が得意ではないので、栄養

バランスの整った食事をさせてあげられているのか疑問

ですが、体力はつけさせるようにしています。お休みの

日には、自転車に乗って 30 分以上かかる公園まで行っ

てサッカーや鬼ごっこをして走り回って、また自転車で

帰ってくる。このようような行動がウイルスを寄せ付け

ない体づくりに繋がっていくのではないかと思います。 

 

参考：育児と仕事の両立ワンポイント（その①） 

http://www.offista.com/data/mailmagazine/1801a.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

派遣クイズ 

上司やお客さんといった目上の人との会話で、社会人とし

て恥ずかしくないマナーを守った正しい受け応えをして

いるのは次のうちどれでしょう。 

 

①上司である部長に「自分

の担当する取引先なので、

私もご一緒します。」 

②お客さんに「明日契約を行

いますので当社まできて

いただけますか。」 

③上司である部長に「例の

件、どうしましょうか。」 

④お客さんからわからないことを聞かれて「不勉強で申

し訳ないのですが、わかりません。」  

（答えは最終ページ） 



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

☆★パート平均時給は首都圏で1,073円★☆ 

/オフィスタ総合管理室 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

1/17 付のリクルートジョブズの発表によると、首都圏

のパート平均時給は 1,073 円で前年同月より 26 円増

とのことでした。この数字を見て主婦やママさんといっ

た扶養の範囲内で働いている女性はどう思いましたか。

高いと思いましたか？安いと思いましたか？ 

ハケン会社の担当者として、日々現場を見ている私の感

覚からすると“まぁこんなもんかな…”という印象でし

た。但し、オフィスタの職員としての立場で見るならば

“随分低いなぁ…”という印象でした。 

都心のハローワークの求人動向や求人サイトの募集を

毎日眺めてチェックしている私どもからすれば、パート

の場合は 900 円台の募集が乱立している印象が強かっ

たので、この記事を見て“へー、平均で千円超えている

んだ”というのが率直な感想です。一方で、オフィスタ

で募集を出している求人は、単発でもなければ、時給が

千円かそれ以下ということは通常まずありえない。“景気

が良くなったとはいえ、パート労働者にはまだまだ随分

厳しいんだな”というのもこれまた率直な感想でした。

ハローワークや求人誌で見かけるアルバイト情報や店先

のパート募集の貼り紙などとハケンを比べてしまったら、

そりゃハケンの方が時給は高いに決まっていますが、そ

れにしても随分開きがあるものなんだなと思いました。 

ちなみに前年比では、これでも「販売・サービス系」

（＋26 円）、「フード系」（＋24 円）、「製造・物流・清

掃系」（＋17 円）、「事務職系」（＋6 円）。なお、首都圏

1,073 円は他県を引き離し全国で最も高い額面である。 

パートは時間制限での勤務形態がメリットだが時給は

低い、ハケンは時給が高いのがメリットだが勤務形態は

社員と変わらない、この両方の良い所を組み合わせたも

のが主婦・ママさんのための「オフィスタのパート派遣」

というシステムです。 

 
世の中の平均時給では満足できない人はオフィスタへ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

☆★お仕事Q&Aコーナー★☆ 

質問者：H.Yさん 42歳女性 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

Q．わたしはハケンで働いています。最近「無期雇用」

という言葉をよく聞きますが、これは正社員のことです

か？もし違うのであれば、無期雇用と正社員は何か違う

のでしょうか。 

 

A．「無期雇用」も「正社員」もその定義について労働

基準法とか労働契約法とか法律で特に規定されているわ

けではありません。「無期雇用」については、文字通り期

間の定めのない雇用契約のことを云いますが、無期雇用

社員イコール正社員とは限らないのです。「正社員」も雇

用期間が定まっていないという意味では「無期雇用社員」

と同じですが、正社員は筆記試験、数度の面接試験を経

て会社のコアの社員として採用されるのが特徴です。 

有期雇用が 5 年を超える労働者が有期労働契約の期間

が満了する日までの間に無期雇用の申込をしたときは、

使用者は当該労働契約の期間満了の翌日から無期雇用契

約の申込を承諾したものとみなされて、労働者はいわゆ

る「無期雇用」に転換した者とみなされます（労働契約

法第 18 条）。この場合の労働条件（賃金、その他の待遇）

は、無期転換する前の労働条件と同じとされており、転

換前に賞与・退職金が支給されていなければ、無期転換

された後も賞与・退職金は支給されません（労働契約法

第 18 条第 1 項）。期間の定めが無くなるだけで、転換

されたからといって必ずしも諸条件や待遇がよくなるわ

けではありません。これは無期雇用に転換したからとい

って「正社員」になるわけではないからです。この意味

で無期雇用社員と正社員は違うということになります。

なお、無期雇用の申込は使用者（＝派遣会社）に対し有

効で、使用者が無期雇用することを意味します。（大滝） 

 

…＜そのほかの気になるお仕事の疑問募集中＞…… 

お仕事に関する疑問なんでもどしどしお寄せ下さい。

オフィスタの顧問社労士をつとめる大滝岳光先生（神

奈川県立産業技術短期大学）と馬場実智代先生（馬場

社会保険労務士事務所長）がお答えしてくれます。 

▼あなたのお悩みも受け付け中。仕事や職場に関する疑

問をお寄せください！ 

▼『ハケン質疑応答Q&A集 実践100問』（無料ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ） 

http://www.offista.com/coffee/qa/qa100.pdf 

▼過去のQ&Aﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰはｵﾌｨｽﾀ・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞからﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ

できます。 

http://www.offista.com/coffee/index/coffee.html 



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

☆★日本雇用環境整備機構からお知らせ★☆ 

/オフィスタ業務管理部 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

<<H29 年度後期 雇用環境整備士資格講習会開催>> 

一般社団法人日本雇用環境整備機構（JEE：東京都新

宿区、理事長 石井京子、事務局：オフィスタ）が認定す

る雇用環境整備士とは、育児・障がい・エイジレス対象

者の雇用促進と受け入れるにあたっての適正な職場環境

整備のために、専門知識を有する管理者の育成・養成・

社内設置を推進することを目的とした資格で、Ⅰ種（育

児者雇用）・Ⅱ種（障害者雇用）・Ⅲ種（エイジレス雇用）

の３種に分かれており１種目以上を履修した者を雇用環

境整備士と認定しています。 

 

全国に延べ 4,933 名（H29.9 月末現在）の整備士が認

定・登録され各企業で活躍しています。今冬は東京・大

阪・福岡・仙台の他に名古屋と高松で初開催します。 

全会場満席が予想されます。追加会場は予定されており

ませんので希望者はお早めにお申し込み下さい。 

 

会場 講習科目 開催日 

東京 第Ⅲ種（ｴｲｼﾞﾚｽ雇用） 2018 年2 月 20 日（火）

〃 第Ⅱ種（障害者雇用） 2018 年 2 月 21 日（水）

〃 第Ⅰ種（育児者雇用） 2018 年 2 月 22 日（木）

東京② 第Ⅱ種（障害者雇用） 2018 年 3 月 14 日（水）

*今回、資格試験は行いません。 

 

◎発達障害者雇用のための知識者養成講習会 

会場 開催日 会 場 

東京 2018 年 2 月 21 日（水） 中野サンプラザ 

 

◎H29 年度 個人情報保護法改正の解説講習会 

会場 開催日 会 場 

東京 2018 年 2 月 22 日（木） 中野サンプラザ 

 

これらの講習会も開催しておりますので、ご興味ある方

はご参加ください。詳細は下記HP参照。 

http://www.jee.or.jp/workshop/workshop.html 

お問合せ先：一般社団法人日本雇用環境整備機構事務局 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

☆★講習会のインビテーション（ご招待）★☆ 

/オフィスタ総務部 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

<<高次脳機能障害者雇用のための知識者養成講習会>> 

◎発達障害者の中でも専門的と言われる高次脳機能障害 

しかしこの障害の知識者を社内に設置する事は重要です 

 

一般社団法人日本雇用環境整備機構が主催する管理職や

人事担当者向けの知識養成講習会です。 

高次脳機能障害とは怪我や病気により、脳に損傷を負

うことにより記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会

的行動障害等の症状が現れる発達障害の一つです。見た

目からは健常者との区別が非常に分かりにくく、採用お

よび職場適応については、上司・同僚・人事部など職場

の中に知識者と理解者の設置が必要といえます。 

これらの高次脳機能障害のある社員の特徴や対応方法

及び雇用管理を総務・人事・管理職の方に向けて解説し

ます。ご家族や親族などの支援者、総務系部署への求職

活動中の方なども受講ください。医師や医療従事者へ向

けた高次脳機能セミナーは数多くありますが、一般人に

向けた雇用関連の高次脳機能障害セミナーは非常に珍し

いため、ご興味ある方はこの機会にどうぞ。 

 

会場 開催日  

東京 2018 年3 月 14 日（水） 中野サンプラザ 

講師：小野寺敦志（国際医療福祉大学大学院准教授） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎お申し込み：オフィスタ総務部（info@offista.com） 

 
2/28までに氏名・連絡先を明記のうえメールにてご応募くだ

さい。後に担当者から連絡と受講票が届きます。 

【キャンセル・ポリシーについて】 

座席は予約制となりますので、当選者は当日理由なく欠席な

どはくれぐれもなさらないようにお願いいたします。 

オフィスタ関係者を 

ご招待します。 
本誌メルマガの読者で、且つ次のいづれかに該当する

方は上記講習会に、受講料無料でご招待させていた

だきます。先着 10 名様限定。 

条件 1：オフィスタにスタッフ登録している方 

条件 2：オフィスタから派遣スタッフを受け入

れた又は検討中の会社の関係者 

無料 

招待 



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

☆★お仕事情報コーナー★☆ 

官庁系公益法人での週3日 職員募集 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

公益法人である日本雇用環境整備機構（所管：内閣府、

事務局：オフィスタ）での企画・立案・運営担当者募集。 

主に、マージンを一切必要としない完全実費の人材派遣

業の運用立案に携わっていただきます。営利目的でなく

公益事業として、育児・障害・エイジレスの雇用促進に

関する事業になります。かなりお堅めの仕事になります。 

 

形  態：パート職員採用   採用人数：１名 

勤務場所：西新宿（「西新宿五丁目駅」徒歩 5 分） 

勤務形態：月～金で週 3 日程度 10:00～17:00 

給  与：時給 1200～1250 円（交通費別途） 

※年齢・能力・スキルにより勘案 

応募条件：①エクセル・ワードが中級以上使える事 

②筆記試験あり、身元保証人 1 名必要 

※公務員、官公庁、公益法人出身者を優遇 

 

このお仕事はメルマガを愛読いただいている方にのみお

知らせしている非公開のお仕事です。エントリーはメー

ルまたはお電話にて受付けております。（その他のお仕事

についてはオフィスタ公式ホームページをご覧下さい） 

 

いいお仕事との出会いは一瞬です。  

“明日からではなく” 

http://www.offista.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

☆★編集後記★☆ 

○おわりに 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

オフィスタには創業時から経営陣にずっと守り続けられ

ている金銭四訓というものがあります。「お金を借りては

いけない」、「投資をしてはいけない」、「ギャンブルをし

てはいけない」、「儲け話に耳を貸してはいけない」です。

創業以来ずっと無借金経営を続けているのはこの訓一が

あるためです。一切投資をしない訓二も企業としては珍

しい。ギャンブル禁止は当然ですが、オフィスタの役員

はプライベートであってもパチンコなど一度でも賭事し

た時は即刻解雇される厳しい訓三の掟があるのです。仮

想通貨が世間を賑わせておりますが、訓四によりニュー

ス等に耳を傾けてはいけなかったため、いま何が起きて

いるのかサッパリわからなくなりました。 makoto 記 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
…＜メルマガ オフィスタ NEWS について＞…… 

 

★お問い合わせ先 

●配信停止 

http://www.offista.com/mailout.html 

●本誌定期愛読を希望（無料） 

http://www.offista.com/mailin.html 

●メールアドレス変更 

http://www.offista.com/mailchange.html 

●プライバシーポリシー 

http://www.offista.com/privacy.html 

 

●バックナンバーは下記からダウンロードできます 

http://www.offista.com/melmaga.html       

 

MEMO： 

 
このメールはオフィスタ・メルマガ希望者及びオフィスタ関係者へお送りしております。

この内容に覚えがない場合や、システムに関するお問い合わせは下記まで。 

お問い合わせフリーダイヤル／0120-178-172 

お問い合わせ受付時間／10:00～17:00（土・日曜日、祝日を除く） 
 

オフィスタは次世代育成支援対策

推進法第 13 条に基づく 

厚生労働大臣認定企業です。 

 本誌の一部または全部を無断で引用、転載、放送することは、法律で定められた場合を除き、著作者の権利の侵害となります。あらかじめ許諾 

をお求めくださいますようお願いいたします。              ---オフィスタは日本プランニング株式会社の登録商標です。--- 

派遣クイズの答え：④が正しい 

 

①「一緒」というのは対等・同列を意味しますので、目上の人の

場合は「お供します」が正しい。②「きて」は命令の物言いなの

で、「ご足労いただく」とか「お越しいただく」が正しい。③上司

に判断を仰ぐときには「いかがいたしましょうか」が基本。上司

に「どうしましょうか」と尋ねているようでは社会人として未熟

といえる。④知らないことを質問されて「知りません」や「わか

りません」と答えるのでは子供と同じ。「不勉強なものですから」

と付け加えられてこそ大人としての面目が保てる。但し、毎回毎

回コレでは「もっと勉強しろ」と叱られるかもしれません。 


